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広報ふそう2017年 10月号ー 2ー

情
　
報

募
　
集

保
　
健

特
　
集

町
　
政

　
認
知
症
、
知
的
障
害
、
精
神
障
害
な
ど
の

理
由
で
判
断
能
力
が
不
十
分
な
方
は
、
不
動

産
や
預
貯
金
な
ど
の
財
産
管
理
や
、
介
護
な

ど
の
サ
ー
ビ
ス
や
施
設
へ
の
入
所
に
関
す
る

契
約
な
ど
を
、
自
分
で
行
う
こ
と
が
難
し
い

場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
に
判
断
能
力
が
不
十
分
な
方
を

保
護
し
、
支
援
す
る
制
度
が
「
成
年
後
見
制

度
」
で
す
。

　「
成
年
後
見
制
度
」
を
知
っ
て
い
た
だ
く

た
め
の
無
料
説
明
会
を
開
催
し
ま
す
。
説
明

会
後
に
は
無
料
相
談
会
を
行
い
ま
す
。

▼
日
時
　
11
月
９
日
（
木
）

　
　
　
　
説
明
会
：
午
後
１
時
～
２
時

　
　
　
　
相
談
会
：
午
後
２
時
～
３
時

▼
場
所
　
老
人
憩
の
家

▼
内
容
　

　「
知
っ
て
お
き
た
い
相
続
・
遺
言
・
成
年
後
見
」

　
　 

～ 

老
後
の
備
え
は
万
全
で
す
か
？ 

～

▼
講
師
・
相
談
員
　

　
㈳
コ
ス
モ
ス
成
年
後
見
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

　
愛
知
県
支
部
　
コ
ス
モ
ス
あ
い
ち

▼
申
込
み
　
介
護
健
康
課
も
し
く
は
老
人
憩

の
家
（
☎
93
‐
５
５
８
８
）

※
説
明
会
、
相
談
会
ど
ち
ら
も
予
約
制
と

　
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、 

　
ご
希
望
の
方
は
事
前

　
に
お
申
し
込
み
く
だ

　
さ
い
。

学
校
教
育
課　

内
線
３
４
３

私
立
高
等
学
校
等
の

　
　   

授
業
料
を
補
助
し
ま
す

　
私
立
の
高
等
学
校
な
ど
に
通
学
し
て
い
る

生
徒
の
保
護
者
に
対
し
、
授
業
料
の
一
部
を

補
助
し
ま
す
。

▼
対
象
者
　
10
月
１
日
現
在
、
高
等
学
校
な

ど
（
全
額
補
助
ま
た
は
、
免
除
等
さ
れ
て
い

る
方
、
ま
た
、
通
信
制
の
課
程
等
を
除
く
）

に
在
籍
し
て
い
る
生
徒
の
保
護
者
（
ま
た
は

生
徒
）
で
、
扶
桑
町
に
お
住
ま
い
の
方

▼
補
助
額

　
生
徒
一
人
あ
た
り
年
額

　
　
　
１
６
，
０
０
０
円
（
上
限
）

▼
手
続
き
　
10
月
２
日
（
月
）
か
ら
10
月
31

日
（
火
）
ま
で
に
、
申
請
書
を
学
校
教
育
課

へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
申
請
書
は
、
実
績
の
あ
る
学
校
に
直
接
配

　
布
し
て
い
ま
す
の
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
、
学
校
教
育
課
窓
口
で
も
用
意
し
て

　
い
ま
す
。

※
年
間
授
業
料
か
ら
国
及
び
県
の
補
助
額
を

　
引
い
た
残
額
が
補
助
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

行
政
相
談
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

行
政
相
談
週
間

　
　
　 

10
月
16
日
（
月
）
～
22
日
（
日
）

　
総
務
省
で
は
、
国
や
特
殊
法
人
な
ど
の

行
っ
て
い
る
仕
事
に
つ
い
て
、
国
民
の
皆
さ

ん
か
ら
の
苦
情
や
意
見
・
要
望
を
お
受
け
す

る
「
行
政
相
談
」
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
行
政
相
談
制
度
を
皆
さ
ん
に
知
っ
て

い
た
だ
き
、
利
用
し
て
い
た
だ
く
た
め
「
行

政
相
談
週
間
」
の
期
間
内
に
「
行
政
相
談
所
」

を
開
設
し
ま
す
。
相
談
は
無
料
で
秘
密
は
厳

守
し
ま
す
。

▼
日
時
　
10
月
20
日
（
金
）

　
　
　
　
午
後
１
時
30
分
～
４
時

▼
場
所
　
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー

▼
行
政
相
談
委
員
　
河
野
　
す
い

※
「
行
政
相
談
員
」
と
は
、
総
務
大
臣
か
ら

　
委
嘱
さ
れ
て
い
る
民
間
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

　
で
、
皆
さ
ん
の
身
近
な
相
談
相
手
で
す
。

住
民
課　

内
線
２
４
２

『
平
成
29
年
度
交
通
災
害
共
済
』 

　
の
会
員
募
集
と
掛
金
の
変
更

　
　
　
　
　
　
　
　   

に
つ
い
て

　
ご
自
身
の
交
通
事
故
に
対
し
見
舞
金
を
支

給
す
る
「
交
通
災
害
共
済
」
は
、
９
月
30

日
以
降
の
加
入
に
つ
い
て
は
、
１
人
年
額

５
０
０
円
の
掛
金
が
３
０
０
円
に
な
っ
て
い

ま
す
。
共
済
期
間
は
、
３
月
31
日
ま
で
で
す
。

今
年
度
の
加
入
が
お
済
み
で
な
い
方
は
、
家

族
そ
ろ
っ
て
『
交
通
災
害
共
済
』
に
加
入
し

ま
せ
ん
か
。

住
民
課　

内
線
２
４
４

　
加
入
に
つ
い
て
は
、
３
月
中
旬
ご
ろ
各
家

庭
に
送
付
さ
れ
た
申
込
書
に
会
費
を
添
え

て
、
町
指
定
金
融
機
関
（
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
及

び
郵
便
局
は
除
く
）
に
て
お
申
し
込
み
く
だ

さ
い
。

　
紛
失
さ
れ
た
方
は
再
発
行
い
た
し
ま
す
の

で
、
住
民
課
窓
口
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

成
年
後
見
制
度
　
無
料
説
明
会

及
び
無
料
相
談
会
を
実
施
し
ま
す

介
護
健
康
課　

内
線
２
３
５

10
月
は
児
童
手
当
の
支
払
月
で
す

　
児
童
手
当
は
、
中
学
校
修
了
ま
で
の
児
童

を
養
育
す
る
方
に
支
給
さ
れ
ま
す
。
10
月
は

支
払
月
で
す
の
で
、
金
融
機
関
で
振
り
込
み

を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
支
払
日
　
10
月
10
日
（
火
）

▼
支
払
対
象
月

　
平
成
29
年
６
月
分
か
ら
９
月
分

　
な
お
、
児
童
手
当
は
、
認
定
請
求
を
し
た

日
の
属
す
る
月
の
翌
月
分
か
ら
、
支
給
事
由

の
消
滅
し
た
日
の
属
す
る
月
分
ま
で
支
給
さ

れ
ま
す
。（
公
務
員
の
方
は
勤
務
先
か
ら
支

給
さ
れ
ま
す
。）

※
現
況
届
を
提
出
さ
れ
て
い
な
い
と
支
払
い

　
が
遅
れ
ま
す
。
必
ず
現
況
届
を
提
出
し
て

　
く
だ
さ
い
。 福

祉
児
童
課　

内
線
２
２
７

精
神
障
害
者
の
ご
家
族
の
た
め

　
　
の
家
族
に
よ
る
ピ
ア
相
談

福
祉
児
童
課　

内
線
２
２
３

　
精
神
疾
患
の
方
を
抱
え
る
ご
家
族
の
た
め
の

悩
み
相
談
で
す
。お
気
軽
に
お
話
し
く
だ
さ
い
。

▼
日
時
・
場
所
　

◎
毎
月
第
４
木
曜
日

・
午
後
１
時
30
分
～
３
時
30
分(

面
談
時
間)

・
扶
桑
町
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
　
２
階
相
談
室

◎
毎
月
第
２
木
曜
日

・
午
後
１
時
30
分
～
３
時
30
分(

面
談
時
間)

・
大
口
町
健
康
文
化
セ
ン
タ
ー

　
　
ほ
ほ
え
み
プ
ラ
ザ
　
４
階
れ
ん
げ
そ
う

▼
対
象
者
　
扶
桑
町
、
ま
た
は
大
口
町
に
在

住
の
方
。
ど
ち
ら
で
も
利
用
で
き
ま
す
。


